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１ 取組方針とは

国が策定した「第二期成年後見制度利用促進基本計画」において、

都道府県が、権利擁護支援の地域連携ネットワークに求められる機

能や機能を強化するための取組に計画的に取り組むための方針を

示す必要があるとされている。

２ 内容

国第二期計画では、以下３点を盛り込むことが望ましいとされてい

る。

〇 都道府県単位や圏域単位の協議会の整備・運営の方針

〇 担い手の確保の方針

〇 市町村に対する体制整備支援の方針
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３ 取組方針
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４ 令和７年度からの取組（市民後見人の養成）

（１）市民後見人とは

市民後見人とは、弁護士や司法書士、社会福祉士などの資格をも

たない、親族以外の市民による成年後見人等であり、地方公共団

体等が実施する養成研修を受講するなどして成年後見人等として

必要知識を得た一般市民が後見業務を行うもの。

（２）市民後見人養成の必要性

市民後見人の養成は、本人に寄り添った後見活動の実施や成年

後見の担い手の確保という観点に加えて、地域共生社会の実現の

ための人材育成、参加支援、地域づくりという観点からも重要とさ

れている。※現在、市民後見人を養成している市町村は仙台市、富

谷市のみ。
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（３）取組内容（予定）

【令和７年度】市民後見人に関する機運醸成

市町村職員等を対象として、市民後見人の制度概要、養成実務に係る研修

会を実施。また、県民向けに、市民後見人制度の普及啓発を目的とした研修

会を実施。

【令和８年度】市民後見人養成研修の実施

県で市民後見人養成研修を実施し、県内全域で市民後見人の担い手となり

うる人材を養成することを目標とする。

【令和９年度】市民後見人養成フォローアップ研修の実施

養成研修修了者を対象として、市民後見人に関する事例検討や実務上の

対応方法等を研修し、養成研修修了者の資質向上や受任促進を図る。


